
資料１ 
 

平成２３年（２０１１年）福島第一原子力発電所事故に係る 

原子力災害対策本部の構成員追加について 

 

 

平成２４年１１月３０日 

内閣府（防災） 

原 子 力 規 制 庁 

 

 

１． 経 緯 

○原子力規制委員会設置法（平成２４年法律第４７号）において原子力災害対策特

別措置法（平成１１年法律第１５６号。以下「原災法」という。）が改正され、

原子力災害対策本部の副本部長として、内閣官房長官、環境大臣及び原子力規制

委員会委員長が追加されること等とされた。 

○これを踏まえ、平成２４年１１月２日（金）の閣議において、「平成２３年（２

０１１年）福島第一原子力発電所事故に係る原子力災害対策本部の設置につい

て」（平成２３年３月１１日閣議決定）を改正し、副本部長の追加等、所要の整

備を行った。 

 

２． 改正内容 

○副本部長として内閣官房長官、環境大臣及び原子力規制委員会委員長を追加。 

○本部員に係る記載を、原災法の規定ぶりに合わせて形式修正（構成員の変更なし）。 

 ・本部長 内閣総理大臣 

 ・副本部長 内閣官房長官、経済産業大臣、環境大臣及び原子力規制委員会委員長 

 ・本部員 （１）本部長及び副本部長以外の国務大臣 

      （２）内閣危機管理監 

      （３）経済産業副大臣 

○原子力安全委員会委員長に係る規定を削除。 

等 



「平成２３年（２０１１年）福島第一原子力発電所事 

故に係る原子力災害対策本部の設置について」の一部 

改正について 

 

平成２４年１１月２日 

閣 議 決 定 

 

「平成２３年（２０１１年）福島第一原子力発電所事故に係る原

子力災害対策本部の設置について」（平成２３年３月１１日閣議決

定）の一部を次のように改正する。 

２を次のように改める。 

２．本部の構成は、次のとおりとする。ただし、本部長は必要があ

ると認めるときは、構成員を追加することができる。 

本 部 長 内閣総理大臣  

副本部長 内閣官房長官、経済産業大臣、環境大臣及び原子力規 

制委員会委員長  

本 部 員  (1)本部長及び副本部長以外の国務大臣 

(2)内閣危機管理監 

(3)経済産業副大臣 

４中「内閣官房」を「内閣府」に改める。 

５を削り、６を５とし、７を６とする。 

 



「平成２３年（２０１１年）福島第一原子力発電所事故に係る原子力災害対策本部の設置について（平成２３年３月１１日閣議決定）」 
新旧対照表 

改 正 案 現   行 
原子力災害対策特別措置法（平成１１年法律第１５６号）第１６条第１項

の規定に基づき、下記により、臨時に、原子力災害対策本部（以下、「本部」

という。）を設置する。 
 

記 
 
１．本部の名称並びに設置の場所及び期間は、次のとおりとする。 
（１）名 称 平成２３年（２０１１年）福島第一原子力発電所事故に係

る原子力災害対策本部 
（２）設置場所 東京都（総理大臣官邸） 
（３）設置期間 平成２３年３月１１日から原子力緊急事態解除宣言がある

までの間 
 
２．本部の構成は、次のとおりとする。ただし、本部長は必要があると認め

るときは、構成員を追加することができる。 
本 部 長 内閣総理大臣 
副本部長 内閣官房長官、経済産業大臣、環境大臣及び原子力規制委員

会委員長 
本 部 員 (1)本部長及び副本部長以外の国務大臣 

(2)内閣危機管理監 
(3)経済産業副大臣 

  
３．原子力災害対策特別措置法第１７条第８項の規定に基づき、本部の事務

原子力災害対策特別措置法（平成１１年法律第１５６号）第１６条第１項

の規定に基づき、下記により、臨時に、原子力災害対策本部（以下、「本部」

という。）を設置する。 
 

記 
 
１．本部の名称並びに設置の場所及び期間は、次のとおりとする。 
（１）名 称 平成２３年（２０１１年）福島第一原子力発電所事故に係

る原子力災害対策本部 
（２）設置場所 東京都（総理大臣官邸） 
（３）設置期間 平成２３年３月１１日から原子力緊急事態解除宣言がある

までの間 
 
２．本部の構成は、次のとおりとする。ただし、本部長は必要があると認め

るときは、構成員を追加することができる。 
本 部 長 内閣総理大臣 
副本部長 経済産業大臣 
本 部 員 総務大臣、外務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大

臣、農林水産大臣、国土交通大臣、環境大臣、内閣官房長官、

国家公安委員会委員長、防衛大臣、防災担当大臣、内閣危機

管理監 
  
３．原子力災害対策特別措置法第１７条第８項の規定に基づき、本部の事務



「平成２３年（２０１１年）福島第一原子力発電所事故に係る原子力災害対策本部の設置について（平成２３年３月１１日閣議決定）」 
新旧対照表 

の一部を行う組織として、次のとおり原子力災害現地対策本部を置く。 
（１）名 称 平成２３年（２０１１年）福島第一原子力発電所事故に係

る原子力災害現地対策本部 
（２）設置場所 福島県自治会館 
（３）設置期間 平成２３年３月１１日から原子力緊急事態解除宣言がある

までの間 
 
４．本部の庶務は、関係行政機関の協力を得て、内閣府において処理する。 
 
（削る） 
 
５．本部に幹事を置く。幹事は、関係行政機関の職員で本部長の指名した官

職にある者とする。 
 
６．前各項に定めるもののほか、対策本部の運営に関する事項その他必要な

事項は本部長が定める。 
 

以上 

の一部を行う組織として、次のとおり原子力災害現地対策本部を置く。 
（１）名 称 平成２３年（２０１１年）福島第一原子力発電所事故に係

る原子力災害現地対策本部 
（２）設置場所 福島県自治会館 
（３）設置期間 平成２３年３月１１日から原子力緊急事態解除宣言がある

までの間 
 
４．本部の庶務は、関係行政機関の協力を得て、内閣官房において処理する。 
 
５．本部会合には、原子力安全委員会委員長が出席する。 
 
６．本部に幹事を置く。幹事は、関係行政機関の職員で本部長の指名した官

職にある者とする。 
 
７．前各項に定めるもののほか、対策本部の運営に関する事項その他必要な

事項は本部長が定める。 
 

以上 
 



 

 

原子力災害対策本部 構成員 

 

本部長： 内閣総理大臣 野田 佳彦 

副本部長： 内閣官房長官 

拉致問題担当 

藤村 修  

副本部長： 経済産業大臣 

原子力経済被害担当 

内閣府特命担当大臣（原子力損害賠償支援機構） 

枝野 幸男  

副本部長： 環境大臣 

原発事故の収束及び再発防止担当 

内閣府特命担当大臣（原子力防災） 

長浜 博行  

副本部長： 原子力規制委員会委員長 田中 俊一 

 内閣法第九条の第一順位指定大臣（副総理） 

行政改革担当 

社会保障・税一体改革担当 

公務員制度改革担当 

内閣府特命担当大臣（行政刷新） 

岡田 克也 

 総務大臣 

内閣府特命担当大臣（沖縄及び北方対策 地域主権推進） 

地域活性化担当 

樽床 伸二 

 法務大臣 滝 実 

 外務大臣 玄葉 光一郎 

 財務大臣 城島 光力  

 文部科学大臣 田中 眞紀子 

 厚生労働大臣 三井 辨雄  

 農林水産大臣 郡司 彰  

 国土交通大臣 羽田 雄一郎  

 防衛大臣 森本 敏  

 復興大臣 

東日本大震災総括担当 

平野 達男  

 国家公安委員会委員長 

内閣府特命担当大臣（消費者及び食品安全） 

小平 忠正  

 内閣府特命担当大臣 

（金融 「新しい公共」 少子化対策 男女共同参画） 

中塚 一宏  

 国家戦略担当 

海洋政策担当 

内閣府特命担当大臣 

（経済財政政策 科学技術政策 原子力行政 宇宙政策） 

前原 誠司  

 郵政民営化担当 

内閣府特命担当大臣（防災） 

下地 幹郎  

 経済産業副大臣 松宮 勲 

 内閣危機管理監 米村 敏朗 



 


